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相続の手続きを丸ごとお引き受けいたします︕

一般社団法人 相続手続支援機構
℡０１２０－８８８－３８１
税理士法人 永光パートナーズ

亡くなった後の手続きは
こんなに大変です︕︕

１．親が亡くなった後、最初に迎えるピンチ︕
預金口座の凍結を解除するには︕
２．申告ミスすると「追加金」︕
知らなかったでは済まされない相続税の申告

３．一つでも忘れると、あとが大変。
役所に出す書類、役所でもらう書類

このような煩雑な相続のお手続きは、
私たち専門家にお任せください︕

個別無料相談は
こちらを読み込んで
お申し込みください

→

・平日は仕事で、役所に行く時間がない

・相続が発生したが、何をしたらよいかわからない

・専門家に任せるにしてもどの専門家に任せてよいのかわからない

・高齢のため自分で手続きを進めるのは体力的にも限界が…

こんなお悩みはございませんか︖


